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F-1断層：断層位置及び評価長さ

音波探査記録
の添付範囲

大間原子力発電所

• F-1断層は，恵山岬南方沖に認められる断層
である。

• 断層運動による変位又は変形が上部更新統
に認められないことから，震源として考慮する
活断層に該当しないと評価する。

• 評価長さは変位及び変形が認められない測
線間の約7.0kmとする。

He-15-2

6.1 個別の断層評価（1/61）
第579回審査会合

資料1-1-2 P.593 再掲
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F-1断層： 断層位置と大陸棚外縁との位置関係

6.1 個別の断層評価（2/61）

He-15-2

音波探査記録
の添付範囲

大間原子力発電所

• F-1断層及び大陸棚外縁の走向はほぼ南北で，落下側は東側であり，
F-1断層は大陸棚外縁の位置の走向方向とはやや斜交する。

• 次頁以降で示すように，F-1断層付近の大陸棚外縁は，海底面の傾斜
変換部とほぼ一致している。

大陸棚外縁

第579回審査会合

資料1-1-2 P.594 再掲
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B2

拡大図

拡大範囲

6.1 個別の断層評価（3/61）

F-1断層（主部）： No.1測線 （断層位置と大陸棚外縁との位置関係）

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層
解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。あ

大陸棚外縁の位置

拡大範囲

拡大図

文献による断層（撓曲）位置及び落下側

•F-1断層による変位がＥ層及び
Ｃ層に，変形がＢ２層下部に認
められるが，Ｂ２層上部及びＢ１

層には変位・変形は認められな
い。また，Ｂ２層上部以上では，
上位の反射面ほど段差が大きく
なっている。

•断層運動は少なくとも後期更新
世以降には及んでいないものと
評価する。

•なお，大陸棚外縁は海底面の
傾斜変換部とほぼ一致している。

第579回審査会合

資料1-1-2 P.595 再掲
6-4



拡大範囲

6.1 個別の断層評価（4/61）

•No.112-6測線において，F-1断
層による変位がＥ層及びＣ層に，
変形がＢ２層下部に認められる
が，Ｂ２層上部及びＢ１層には変
位・変形は認められない。また，
Ｂ２層上部以上では，上位の反
射面ほど段差が大きくなってい
る。

•断層運動は少なくとも後期更新
世以降には及んでいないものと
評価する。

•なお，大陸棚外縁は海底面の傾
斜変換部とほぼ一致している。

F-1断層（主部）：No.112-6測線（断層位置と大陸棚外縁との位置関係） 深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層
解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

文献による断層（撓曲）位置

及び落下側

大陸棚外縁の位置

拡大範囲

第579回審査会合

資料1-1-2 P.596 再掲
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拡大範囲

6.1 個別の断層評価（5/61）

F-1断層（主部）：He-15-2測線 （断層位置と大陸棚外縁との位置関係）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

文献による断層（撓曲）位置及び落下側

拡大図

He-15-2

大陸棚外縁の位置
拡大図

拡大範囲

•He-15-2測線において，F-1断層による変
位がＥ層及びＣ層に，変形がＢ２層下部に
認められるが，Ｂ２層上部及びＢ１層には
変位・変形は認められない。また，Ｂ２層
上部以上では，上位の反射面ほど段差が
大きくなっている。

•断層運動は少なくとも後期更新世以降に
は及んでいないものと評価する。

•なお，大陸棚外縁は海底面の傾斜変換
部とほぼ一致している。

第579回審査会合

資料1-1-2 P.597 再掲
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函館市

Gh-6B

Gh-5B

F-5断層：断層位置及び評価長さ

音波探査記録
の添付範囲

大間原子力発電所

• F-5断層は，葛登支岬から南方沿岸付近
に認められる短い断層である。

• 更新世の地層が欠如しているため，震源
として考慮する活断層と評価する。

• 評価長さはＤ層に断層が認められない測
線と，海岸線との間の約2.9kmとする。

• なお，F-5断層の陸域延長部には，断層は
認められない※。

6.1 個別の断層評価（6/61）

※ F-5断層の陸域延長の評価は補足説明資料「6.2 F-5断層，F-8断層
の陸域延長の評価」（P.6-70～6-72，6-75）を参照。

第579回審査会合

資料1-1-2 P.598 再掲
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拡大範囲

拡大範囲

F-5断層（主部）：H104-1測線，Gh-5B測線

• F-5断層による変位がＤ層内部に認められる。
• Ｃ層からＢ１層が分布せず，最終活動時期の判断ができな
いため，後期更新世以降の活動が否定できない。 上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（7/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図 拡大図
Gh-5B

第579回審査会合

資料1-1-2 P.599 再掲
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拡大範囲

F-5断層（南方延長部)：Gh-6B測線

• F-5断層南方延長部には，Ｄ層及び海底面にF-5
断層と性状を同じくする変位・変形は認められない。

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

Gh-6B

解析結果による当該撓曲位置及び落下側

（ ）は他の撓曲

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

6.1 個別の断層評価（8/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.600 再掲
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（余白）
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函館市

• サラキ岬南東沖には，F-3断層南西延長部
付近から南南東方向に延びるＦ－7断層が
認められる。

• Ｈ9測線（No.13測線）において，断層運動に
よる変位又は変形が上部更新統に認められ
ないことから，震源として考慮する活断層に
該当しないと評価する※。

• Ｆ－7断層は長さが最大1.9kmで東北東側落
下の断層である。

Ｆ－7断層：断層位置及び評価長さ

音波探査記録
の添付範囲

大間原子力発電所

6.1 個別の断層評価（9/61）

Hh-18-1S

Hh-16-1S

※ F-7断層の活動性に係る音波探査の詳細は，補足説明資料「5.2.5 南西延長部のF-7断
層の活動性」（P.5-142～5-147）を参照。

第579回審査会合

資料1-1-2 P.601 再掲
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拡大範囲

• F-7断層による変位がＣ層中部に，変形がＣ層上
部及びＢ３層までに認められ，Ｂ２層及びＡ層には変
位・変形が認められない。

• F-7断層による断層運動は少なくとも後期更新世
には及んでいないと評価する。

F-7断層（主部）：H9測線 （Ｂ２層の変位・変形の有無）

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

6.1 個別の断層評価（10/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の延長位置

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.602 再掲
6-12



• Ｆ－7断層による変位がＣ層上部及びＢ３層下部までに，
変形がＢ３層上部に認められるが，Ｂ２層には影響がない
ものと判断される。

• Ｆ－7断層による断層運動は少なくとも後期更新世には
及んでいないと評価する。

• なお，Ｆ－7断層を含み，まとまって地溝状の変位を示す
複数の連続性のない断層が認められ，一部はＢ２層に影
響を与えている。

Ｆ－7断層（主部）：H107-1測線 （Ｂ２層の変位・変形の有無）

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（11/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.603 再掲
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拡大範囲

• Ｆ－7断層による変位がＣ層中部に，変形がＣ層上部及びＢ３層までに認められ，
Ｂ２層及びＡ層には変位・変形が認められない。

• Ｆ－7断層による断層運動は少なくとも後期更新世には及んでいないと評価する。

F-7断層（主部）：No.13測線 （Ｂ２層の変位・変形の有無）

6.1 個別の断層評価（12/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の延長位置

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.604 再掲
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F-7断層（北方延長部）：Hh-16-1S測線

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

• F-7断層北方延長部には，F-3断層の南西延長部（撓曲）による変形が認められる
が，Ｃ層上部以上にF-7断層と性状を同じくする変位又は変形は認められない。

Hh-16-1S

解析結果による当該撓曲位置及び落下側

（ ）は他の撓曲

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

6.1 個別の断層評価（13/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.605 再掲
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F-7断層（南方延長部）：Hh-18-1S測線

• F-7断層南方延長部には，Ｃ層上部以上に断層運動を示唆する
変位・変形は認められない。

Hh-18-1S 解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（14/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.606 再掲
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Gh-8B-1
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大間原子力発電所

• F-8断層の長さは，上部更新統以上に断層が認
められない測線と，海岸線との間の約7.7kmとす
る。

• F-8断層の評価長さは，陸域において今泉ほか
編（2018)２）により活断層（亀川断層帯）が指摘さ
れている部分を合わせた約11kmとする。※

：F-5断層，F-8断層の北端

音波探査記録
の添付範囲

：宮内・八木（1984）
１）

のf3

：今泉ほか編（2018）
２）

の亀川断層帯

F-8断層：断層位置及び評価長さ

6.1 個別の断層評価（15/61）

※ F-8断層の陸域延長の評価は，補足説明資料「6.2 F-5断層，F-8断層の陸域延長の評価」（P.6-70～6-75）を参照。

第579回審査会合

資料1-1-2 P.607 一部修正
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拡大範囲

拡大範囲

F-8断層（主部）：Gh-8B-1測線，H107-4測線

• Gh-8B-1測線において，F-8断層による変位がＤ層に
認められるが，上載層はＡ層のみである。

• H107-4測線において，本断層による変位がＢ２層から
Ｂ１層下部まで，変形がＢ１層上部まで認められる。

• 断層運動は後期更新世以降に及ぶものと評価する。
上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

Gh-8B-1

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（16/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.608 再掲
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拡大範囲

F-8断層（南方延長部）：Gh-101B-4測線

• F-8断層南方延長部には，Ｂ２層からＢ１層及び
海底面に断層運動を示唆する変位・変形は認め
られない。

• なお，F-8断層北方延長部は音波探査測線が
ないため，海域における北端はサラキ岬付近の
海岸線とする。

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

G
h
-
1
0
1
B

-
4

6.1 個別の断層評価（17/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

242526272829
拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.609 再掲
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Gh-10B-1

Gh-10.5B

Hh-20-1S

F-9断層：断層位置及び評価長さ

音波探査記録
の添付範囲

大間原子力発電所

• F-9断層は，サラキ岬の南方沖に認められ
る断層である。

• 断層運動による変位又は変形が上部更新
統に及ぶことから，震源として考慮する活断
層と評価する。

• 評価長さは変位及び変形が認められない測
線間の約6.6kmとする。

6.1 個別の断層評価（18/61）
第579回審査会合

資料1-1-2 P.610 再掲
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拡大図

• No.102-1測線において，断層による変位がＣ層からＢ２層上部
まで，変形がＢ２層上部からＢ１層中部まで認められる。

• 断層運動は後期更新世以降に及ぶものと評価する。

F-9断層（主部）：No.102-1測線

6.1 個別の断層評価（19/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

拡大範囲

第579回審査会合

資料1-1-2 P.611 再掲
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拡大範囲

• Gh-10B-1測線において，F-9断層による変位がＢ２層からＢ１

層下部まで，変形がＢ１層上部まで認められ，Ａ層基底面に変形
が及んでいる可能性がある。

• 断層運動は後期更新世以降に及ぶものと評価する。

F-9断層（主部）：Gh-10B-1測線

6.1 個別の断層評価（20/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

Gh-10B-1

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層
上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

拡大図

48 47 46 45 44 43 42

第579回審査会合

資料1-1-2 P.612 再掲
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Ｆ－９

北方延長部

F-9断層（北方延長部）：Hh-20-1S測線

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

• F-9断層北方延長部には，Ｂ２層からＢ1層及び海底面
に少なくともF-9断層と性状を同じくする変位・変形は認
められない。

Hh-20-1S

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（21/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.613 再掲
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Ｆ－９

南方延長部

F-9断層（南方延長部）：Gh-10.5B

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

• 南方延長部においても，Ｂ２層からＢ1層及び海
底面に断層運動を示唆する変位・変形は認めら
れない。

Gh-10.5B

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

6.1 個別の断層評価（22/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.614 一部修正
6-24



F-10断層：断層位置及び評価長さ

音波探査記録
の添付範囲

大間原子力発電所

• F-10断層は，敷地北西方約21kmに認めら
れる短い断層である。

• 断層運動による変位又は変形は上部更新
統に認められないことから，震源として考慮す
る活断層に該当しないと評価する。

• 評価長さは変位及び変形が認められない測
線間の約5.1kmとする。

6.1 個別の断層評価（23/61） 6-25
第579回審査会合

資料1-1-2 P.615 誤りを修正

審査資料の再チェックを行い，「F-10断層の断層長
の誤り（約6.1kmを約5.1kmに修正）」を修正した。



F-10断層（主部）：No.105-4測線

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（24/61）

• No.105-4測線において，F-10断層による変位がＣ層下部に，変形がＣ層中部まで
認められるが，C層上部以上に変位・変形は認められない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降には及んでいないものと評価する。

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

6-26
第579回審査会合

資料1-1-2 P.616 誤りを修正

審査資料の再チェックを行い，「F-10断層に関するキャプションの
誤り（「Ｂ３層以上に」を「Ｃ層上部以上に」に修正）」を修正した。



F-10断層（主部）：No.13-1測線

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（25/61）

• No.13-1測線において，F-10断層による変位がＣ層下部に認
められるが，Ｂ３層以上に変位・変形は認められない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降には及んでいないも
のと評価する。

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲Ⅰ
拡大範囲Ⅱ

拡大図Ⅰ185 180 拡大図Ⅱ175

6-27
第579回審査会合

資料1-1-2 P.617 再掲



（余白）
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F-11断層：断層位置及び評価長さ

音波探査記録
の添付範囲

大間原子力発電所

• F-11断層は，敷地北西方約19kmに認めら
れる短い断層である。

• 断層運動による変位又は変形は上部更新
統に認められないことから，震源として考慮す
る活断層に該当しないと評価する。

• 評価長さは変位及び変形が認められない測
線間の約5.6kmとする。

6.1 個別の断層評価（26/61）
第579回審査会合

資料1-1-2 P.618 再掲
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上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

F-11断層（主部）：No.13-1測線

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（27/61）

• No.13-1測線において，F-11断層による変位がＣ層下部に，変形
がＣ層上部からＢ３層下部まで認められるが，Ｂ３層上部以上に変
位・変形は認められない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降には及んでいないものと
評価する。

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲Ⅰ
拡大範囲Ⅱ

拡大図Ⅰ180185 拡大図Ⅱ175

第579回審査会合

資料1-1-2 P.619 誤りを修正
6-30

審査資料の再チェックを行い，「F-11断層に関する
キャプションの誤り（「Ｂ２層以上に」を「Ｂ３層上部以上
に」に修正）」を修正した。



上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

F-11断層（主部）：No.106-2測線

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

6.1 個別の断層評価（28/61）

• No.106-2測線において，F-11断層による変位がＣ層下部に，変形がＣ層上部
からＢ３層まで認められるが，Ｂ２層以上に変位・変形は認められない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降には及んでいないものと評価する。

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

600

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

第579回審査会合

資料1-1-2 P.620 再掲
6-31



（余白）

6-32



F-12断層：断層位置及び評価長さ

音波探査記録
の添付範囲

大間原子力発電所

• F-12断層は，敷地北西方約16kmに認められ
る短い断層である。

• 断層運動による変位又は変形は上部更新統
に認められないことから，震源として考慮する
活断層に該当しないと評価する。

• 評価長さは変位及び変形が認められない測
線間の約3.8kmとする。

6.1 個別の断層評価（29/61）
第579回審査会合

資料1-1-2 P.621 再掲
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拡大範囲Ⅰ
拡大範囲Ⅱ

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

F-12断層（主部）：No.13-1測線

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（30/61）

• No.13-1測線において，F-12断層による変位がＣ層下部に，変形
がＣ層中部に認められるが，Ｃ層上部以上に変位・変形は認めら
れない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降には及んでいないものと
評価する。

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図Ⅱ拡大図Ⅰ185 180 175

第579回審査会合

資料1-1-2 P.622 誤りを修正
6-34

審査資料の再チェックを行い，「F-12断層に関するキャプ
ションの誤り（「変形がＣ層上部に認められるが，Ｂ３層以上
に変位・変形は」を「変形がＣ層中部に認められるが，Ｃ層
上部以上に変位・変形は」に修正）」を修正した。



上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

F-12断層（主部）：No.107-3測線

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（31/61）

• No.107-3測線において，F-12断層による変位がＣ層下部に，変形がＣ層中部
に認められるが，Ｃ層上部以上に変位・変形は認められない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降には及んでいないものと評価する。

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

345340

第579回審査会合

資料1-1-2 P.623 誤りを修正
6-35

審査資料の再チェックを行い，「F-12断層に関するキャプ
ションの誤り（「変形がＣ層上部に認められるが，Ｂ３層以上
に変位・変形は」を「変形がＣ層中部に認められるが，Ｃ層
上部以上に変位・変形は」に修正）」を修正した。



（余白）

6-36



F-13断層：断層位置及び評価長さ

音波探査記録
の添付範囲

大間原子力発電所

• F-13断層は，敷地北西方約16kmに認められ
る短い断層である。

• 断層運動による変位又は変形は上部更新統
に認められないことから，震源として考慮する
活断層に該当しないと評価する。

• 評価長さは変位及び変形が認められない測
線間の約3.9kmとする。

6.1 個別の断層評価（32/61）
第579回審査会合

資料1-1-2 P.624 再掲
6-37



拡大範囲Ⅰ
拡大範囲Ⅱ

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

F-13断層（主部）：No.13-1測線

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（33/61）

• No.13-1測線において，F-13断層による変位がＣ層下部に，変形が
Ｃ層上部及びＢ３層に認められるが，Ｂ２層以上に変位・変形は認めら
れない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降には及んでいないものと評価
する。

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図Ⅰ185 180 拡大図Ⅱ175

第579回審査会合

資料1-1-2 P.625 再掲
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拡大範囲

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

F-13断層（主部）：No.107-3測線

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（34/61）

• No.107-3測線において，F-13断層による変位がＣ層下部に，変形がＣ層上部に
認められるが，Ｂ３層以上に変位・変形は認められない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降には及んでいないものと評価する。

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

345340

第579回審査会合

資料1-1-2 P.626 再掲
6-39



（余白）
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F-15断層：断層位置及び評価長さ

音波探査記録
の添付範囲

• F-15断層は，敷地西方約5kmに認められる
断層である。

• 断層運動による変位又は変形が上部更新
統に認められないことから，震源として考慮
する活断層に該当しないと評価する。

• 評価長さは変位及び変形が認められない測
線間の約4.3kmとする。

大間原子力発電所

6.1 個別の断層評価 (35/61)
第579回審査会合

資料1-1-1 P.170 再掲
6-41



F-15断層（主部）：No.110.5-1測線 （D層上部付近の解釈）

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

• F-15断層による変位がＥ層からＤ層下部まで，
変形がＤ層中部まで認められるが，Ｄ層上部
以上には変位・変形が認められない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降には
及んでいないと評価する。

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

拡大範囲

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図拡大図

拡大範囲

変形が及んでいないと
判断した反射面

6.1 個別の断層評価 (36/61)
第579回審査会合

資料1-1-1 P.171 再掲
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F-15断層（主部）：No.110SM-4測線 （D層上部付近の解釈）

• F-15断層による変位がＥ層からＤ層下部まで，変形がＤ層中部まで認められるが，Ｄ層上部以上には変位・変形が認められない。
• 断層運動は少なくとも後期更新世以降には及んでいないと評価する。

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価 (37/61)

拡大範囲

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

拡大範囲

拡大図

変形が及んでいないと
判断した反射面

第579回審査会合

資料1-1-1 P.172 再掲
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F-15断層（主部）：No.514M-3測線 （D層上部付近の解釈）

• F-15断層による変位がＥ層からＤ層下部まで，変形がＤ層中部まで認められるが，Ｄ層上部以上には変位・変形が認められない。
• 断層運動は少なくとも後期更新世以降には及んでいないと評価する。

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大範囲

拡大範囲

拡大範囲

変形が及んでいないと
判断した反射面

6.1 個別の断層評価 (38/61)
第579回審査会合

資料1-1-1 P.173 一部修正
6-44



拡大範囲

F-15断層（北方延長部）：No.504M測線

• F-15断層の北方延長部には，断層を示唆す
るような変位・変形は認められない。

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

6.1 個別の断層評価 (39/61)

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-1 P.174 再掲
6-45



F-15断層（南方延長部）：No.111-3測線

• F-15断層の南方延長部には，断層を示唆するような
変位・変形は認められない。

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

6.1 個別の断層評価 (40/61)

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-1 P.175 再掲
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F-16断層：断層位置及び評価長さ

6.1 個別の断層評価（41/61）

大間原子力発電所

音波探査記録
の添付範囲

• F-16断層は，敷地西方約11kmに認めら
れる断層である。

• 断層運動による変位又は変形は上部更
新統に認められないことから，震源として
考慮する活断層に該当しないと評価する。

• 評価長さは変位及び変形が認められな
い測線間の約7.1kmとする。

第579回審査会合

資料1-1-2 P.627 再掲
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6.1 個別の断層評価（42/61）

ＳＳＷ

拡大範囲

ＳＳＷ

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

F-16断層（主部）：No.523SM-1測線

• F-16断層による変位が少なくともＣ層上部ま
で，変形がＢ３層下部までに認められ，Ｂ３層上
部及びＢ１層には変位・変形が認められない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降に及ん
でいないと評価する。

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

6 7 8 109

第579回審査会合

資料1-1-2 P.628 再掲
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拡大範囲

F-16断層（主部）：No.14-2測線

• F-16断層による変位が少なくともＣ層下
部まで，変形がＣ層上部及びＢ３層下部ま
でに認められ，Ｂ３層上部，Ｂ２層及びＢ１層
には変位・変形が認められない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降に
及んでいないと評価する。

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（43/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

135

第579回審査会合

資料1-1-2 P.629 再掲
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拡大範囲

F-16断層（北方延長部）：No.514SM測線

• F-16断層北方延長部には，Ｄ層から
Ｂ１層及び海底面に断層運動を示唆す
る変位・変形は認められない。

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

6.1 個別の断層評価（44/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.630 再掲
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F-16断層（南方延長部）：No.15-4測線

• F-16断層南方延長部には，Ｃ層からＢ１層及び海底面に断層
運動を示唆する変位・変形は認められない。

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（45/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.631 再掲
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（余白）

6-52



大間原子力発電所

F-17断層：断層位置及び評価長さ

音波探査記録
の添付範囲

• F-17断層は，敷地南西方約14kmに認
められる断層である。

• 断層運動による変位又は変形は上部
更新統に認められないことから，震源と
して考慮する活断層に該当しないと評価
する。

• 評価長さは変位及び変形が認められ
ない測線間の約8.8kmとする。

6.1 個別の断層評価（46/61）
第579回審査会合

資料1-1-2 P.632 再掲
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拡大範囲

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

F-17断層（主部）： No.15-4測線，No.111-6測線

• No.15-4測線及びNo.111-6測線において，F-17断層による
変位がＥ層からＣ層下部まで，変形がＣ層中部まで認められ
るが，Ｃ層上部以上の地層には変位・変形が認められない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降に及んでいないと評
価する。

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（47/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図20 拡大図5

第579回審査会合

資料1-1-2 P.633 誤りを修正
6-54

審査資料の再チェックを行い，「F-17断層
に関するキャプションの誤り（「変位がＥ層
～Ｃ層まで」を「変位がＥ層～Ｃ層下部ま
で」に修正）」を修正した。
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音波探査記録
の添付範囲

大間原子力発電所

• 西側に撓む撓曲構造であるF-28断層と，F-28断層に沿って分布するF-29断層，F-30断層及
びF-31断層は一連の「F-28断層～F-31断層」とする。

• 断層運動による変位又は変形が上部更新統に及ぶことから，震源として考慮する活断層と
評価する。

• 評価長さは上部更新統以上に変位及び変形が認められない測線間の約13.1kmとする。

F-28断層～F-31断層：断層位置及び評価長さ

6.1 個別の断層評価（48/61）
第579回審査会合

資料1-1-2 P.634 再掲
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Ｆ－２９Ｆ－２８

F-28断層～F-31断層（主部）： Gb-5B測線（F-28断層，F-29断層）

※ 音波散乱層分布域ではＢ１層下部
以下が判読できない。

• F-28断層は西側落下の撓曲であり，F-29断層は，F-28断層と並行する逆向き低崖と判断し，
一連の構造と評価する。

• F-28断層による変形がＢ２層及びＢ１層下部まで認められる。
• F-29断層による変形がＢ３層上部からＢ1層上部まで認められ，さらにＡ層基底部まで及んでい
る可能性がある。

• F-28断層による断層運動は後期更新世以降に及ぶものと評価する。

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

解析結果による当該撓曲位置及び落下側

（ ）は他の撓曲

6.1 個別の断層評価（49/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

14 15 16

G
b
-
5
B

第579回審査会合

資料1-1-2 P.635 誤りを修正
6-56

審査資料の再チェックを行い，「音探断面図中のF-29断層の表示の誤り
（「F-29南方延長部」を「F-29」に修正）」を修正した。
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Ｆ－２８

• F-28断層による変形が少なくともＢ１層上部まで認められる。
• 2条の連続性のない断層による変形がＢ３層からＢ１層下部まで認められる。
• 2条の連続性のない断層はF-28断層と一連の構造と判断される。
• F-28断層による断層運動は後期更新世以降に及ぶものと評価する。

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

F-28断層～F-31断層（主部）：Gb-12B測線（F-28断層主部）

解析結果による当該撓曲位置及び落下側

（ ）は他の撓曲

6.1 個別の断層評価（50/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲Ⅰ 拡大範囲Ⅱ

拡大図Ⅰ

19 20 21

拡大図Ⅱ

25 26 27

※ 音波散乱層分布域ではＢ１層下部以下
が判読できない。

第579回審査会合

資料1-1-2 P.636 再掲
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Ｆ－２８ Ｆ－31
南方延長部

拡大範囲

F-28断層～F-31断層（主部及び延長部）：No.606MA-1測線（F-28断層，F-31断層南方延長部）

• F-28断層による変形がＥ層からＢ１層まで認
められる。

• F-31断層の南方延長部にはＥ層からＢ１層
に断層を示唆する変位・変形は認められない。

• F-28断層による断層運動は後期更新世以
降に及ぶものと評価する。

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

解析結果による当該撓曲位置及び落下側

（ ）は他の撓曲

6.1 個別の断層評価（51/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

※ 音波散乱層分布域ではＢ１層下部
以下が判読できない。

第579回審査会合

資料1-1-2 P.637 再掲
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F-28断層～F-31断層（延長部）：No.651MA-3測線（F-28断層 北方延長部）

• F-28断層北方延長部には，Ｅ層からＢ１層に断層運動
を示唆する変位・変形は認められない。

• F-28断層による断層運動は少なくとも後期更新世以
降に及んでいないものと評価する。

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（52/61）

Ｆ－２８
北方延長部

※ 音波散乱層分布域ではＢ１層から
Ｂ３層が不明瞭となる。

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.638 再掲
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F-28断層～F-31断層（延長部）：No.607MA-1測線（F-28断層 南方延長部）

• F-28断層南方延長部には，音波散乱層により不明瞭な部分
が存在するが，Ｄ層及びＣ層に断層運動を示唆する変位・変形
は認められない。

• F-28断層による断層運動は少なくとも後期更新世以降に及ん
でいないものと評価する。

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（53/61）

※ 音波散乱層分布域ではＢ１層から
Ｂ３層が不明瞭となる。

Ｆ－２８
南方延長部

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図
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第579回審査会合

資料1-1-2 P.639 再掲
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大間原子力発電所

F-32断層：断層位置及び評価長さ

音波探査記録
の添付範囲

• F-32断層は，夏泊岬の北北西沖に認
められる断層である。

• 断層運動による変位又は変形は上部
更新統に認められないことから，震源と
して考慮する活断層に該当しないと評価
する。

• 評価長さは変位及び変形が認められ
ない測線間の約7.2kmとする。

6.1 個別の断層評価（54/61）
第579回審査会合

資料1-1-2 P.640 再掲
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拡大範囲

拡大範囲

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

F-32断層（主部）：No.653MA測線，No.653SM測線

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（55/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

18 17

拡大図

• No.653MA測線において，F-32断層による変位はＥ層から
Ｂ３層まで，変形がＢ２層下部まで認められるが，Ｂ２層上部
以上には変位・変形は認められない。

• No.653MA測線の浅部探査測線であるNo.653SM測線にお
いて，F-32断層による変位はＥ層からＢ３層下部，変形はＢ３

層上部からＢ２層下部まで認められるが，Ｂ２層上部以上に
は変位・変形は認められない。

• 断層運動は少なくとも後期更新世以降に及んでいないと
評価する。

※ 音波散乱層分布域ではＢ１層から
Ｂ３層が不明瞭となる。

第579回審査会合

資料1-1-2 P.641 再掲
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No.608SM
CR-41-2

CM-8-3

F-33断層：断層位置及び評価長さ

• F-33断層は，夏泊岬の北北西沖に認めら
れる断層である。

• 断層運動による変位又は変形は上部更新
統に認められることから，震源として考慮す
る活断層と評価する。

• 評価長さは変位及び変形が認められない
測線間の約7.3kmとする。

音波探査記録
の添付範囲

大間原子力発電所

6.1 個別の断層評価（56/61）
第579回審査会合

資料1-1-2 P.642 再掲
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拡大範囲

F-33断層（主部）：CR-41-2測線

• F-33断層による変位がＥ層からＢ３層下部まで
認められ，変形がＢ３層上部からＢ１層下部まで認
められる。

• 断層運動は後期更新世以降に及ぶと評価する。
上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置
CR-41-2

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（57/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

※ 音波散乱層分布域ではＢ１層下部
以下が判読できない。

第579回審査会合

資料1-1-2 P.643 再掲
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F-33断層（主部）：No.608SM測線

• No.608SM測線はCR-41-2測線の浅部探査
記録である。

• F-33断層による変形が少なくともＢ１層からＡ
層下部まで認められる。

• 断層運動は後期更新世以降に及ぶと評価す
る。

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（58/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

No.608SM

拡大図

19 18 17 16

※ 音波散乱層分布域ではＢ１層下部
以下が判読できない。

第579回審査会合

資料1-1-2 P.644 一部修正
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拡大範囲

F-33断層（主部）：No.654MA測線

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

• F-33断層による変位がＥ層からＢ３層まで，変形
がＢ２層下部からＡ層下部まで認められる。

• 断層運動は後期更新世以降に及ぶと評価する。

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（59/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

※ 音波散乱層分布域ではＢ１層から
Ｂ３層が不明瞭となる。

第579回審査会合

資料1-1-2 P.645 再掲
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拡大範囲

F-33断層（主部）：No.654SM-1測線

上部更新統には変位(変形)が及ばない断層

上部更新統にまで変位(変形)が及ぶ断層

• No.654SM-1測線はNo.654MA測線の浅部
探査測線である。

• F-33断層による変位がＥ層からＢ２層下部
まで，変形がＢ２層下部からＡ層下部まで認
められる。

• 断層運動は後期更新世以降に及ぶと評価
する。

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

6.1 個別の断層評価（60/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大図

10 9 8 7

第579回審査会合

資料1-1-2 P.646 再掲
6-67



拡大図

Ｆ－３３
南方延長部

拡大範囲

Ｆ－３３
北方延長部

F-33断層（延長部）：No.606MA-2測線（北方延長部），CM-8-3測線（南方延長部）

• F-33断層北方延長部には，Ｅ層からＢ２層に断層運
動を示唆する変位・変形は認められない。

• 南方部延長部には，少なくともＢ２層下部からＡ層に
断層運動を示唆する変位・変形は認められない。

解析結果による当該断層の延長位置

（ ）は他の断層の延長位置

6.1 個別の断層評価（61/61）

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

拡大範囲

拡大図

第579回審査会合

資料1-1-2 P.647 再掲
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6.2 F-5断層，F-8断層の陸域延長の評価 6-69
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F-5断層，F-8断層：断層位置

大間原子力発電所

：海域におけるF-5断層，
F-8断層の北端

断面位置図の範囲（P.6-73）

6.2 F-5断層，F-8断層の陸域延長の評価 (1/6)

音波探査記録
の添付範囲

：宮内・八木（1984）
１）

のf3

：今泉ほか編（2018）
２）

の亀川断層帯

Gh-6B

Gh-5B

• F-8断層の陸域延長部には，今泉ほか編（2018)２）が
亀川断層帯を活断層として指摘しており，宮内・八木
（1984）１）もほぼ同じ位置にそれよりやや短いf3断層を
活断層として指摘している。

• F-5断層の陸域延長部には，今泉ほか編（2018)２）及
び宮内・八木（1984）１）の文献に活断層が示されてい
ない。
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• Ｆ-８断層の陸域延長部において，宮内・八木（1984）１）は，活断層としてNNW-
SSE走向のf3断層を指摘しており，ｆ3断層を挟んで，H1面，H2面，M1面，M2面の
段丘面の旧汀線高度に著しい不連続が認められるとしている。

V. 海成段丘の変位および基盤の地質構造と地殻変動

• M1面の旧汀線高度分布は,f3,f4断層をはさんでの著しい高度不連続を境として3区
間に分かれる。f3断層以東の高度の大きい区間(64～80m) ,f4断層以南の高度の
小さい区間(15～23m),f3断層とf4断層にはさまれた,段丘面が著しく西傾斜する区間
(53→40m)である。このような高度分布パターンはおよそH1面にも現われ,f3断層を
はさんでの著しい高度不連続はH2面,M2面にもみられる。

• f3断層,f4断層は地質調査によって知られている断層であるが,両断層をはさんで旧
汀線高度に著しい不連続がみられ,段丘形成後にも活動した断層である。f3断層を
はさんでの旧汀線の高度差はH1面が40m,H2面が15m,M1面が22m,M2面が17mであ
る。M1面,M2面の高度差がH2面のそれより大きいのはサラキ岬の半ドーム状の隆起
運動を被っているためであり,f3断層の活動による変位はおよそ累積してきたようで
ある。f4断層をはさんでM1面の旧汀線には17mの高度差があるが,M1面以外に段丘
が分布していないので変位の累積性等について詳しいことはわからない。

宮内・八木（1984）１) 「松前半島東岸の海成段丘と第四紀地殻変動」

：文献による f 3 断層

6.2 F-5断層，F-8断層の陸域延長の評価 (2/6)

：海域におけるF-5断層，
F-8断層の北端

• Ｆ-５断層の陸域延長部において，宮内・八木（1984）１）は，活断層を示していない。
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今泉ほか編（2018）２) 「活断層詳細デジタルマップ[新編]」

6.2 F-5断層，F-8断層の陸域延長の評価 (3/6)

• Ｆ-８断層の陸域延長部では，前頁の宮内・八木（1984）１）のほか，今泉ほか編
（2018）２）が，活断層としてNNW-SSE走向，東側隆起の亀川断層帯を指摘してお
り，亀川断層帯を挟んで，東側と西側では段丘面の高度が不連続であるとしてい
る。

：文献による亀川断層帯

：海域におけるF-5断層，
F-8断層の北端

• Ｆ-５断層の陸域延長部において，今泉ほか編（2018）２）は活断層を示していない。
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断層位置
1 1’亀川断層帯

WSW ENE
平均変位速度：
0.03 m/ky

H3
H3

F-8断層の陸域延長の評価（1/2） 断層の活動性評価

6.2 F-5断層，F-8断層の陸域延長の評価 (4/6)

※： 平均変位速度は，
各段丘面の形成年
代を以下の通りとし
て計算した。
H3面: 210ka，
M1面: 120ka，
M3面: 100ka 

凡例は，補足説明資料「3.4 敷地前面海域の地層の年代評価」（P.3-27）を参照。

今泉ほか編（2018)２) の亀川断層帯の地形断面

みかけ変位量：6.6m

3’3

亀川断層帯

WSW ENE

M2
M2

平均変位速度：
0.79 m/ky

2 2’
WSW ENE

M1

H3

M1

平均変位速度：
0.22 m/ky

M3M3

みかけ変位量：7.9m

みかけ変位量：26.0m

亀川断層帯

1

1’

2’

3 3’2

• F-8断層の陸域延長の評価にあたり，今泉ほか編（2018)
２）の亀川断層帯を横断して地形断面を作成し，亀川断層帯
を挟んだH3面，M1面及びM3面の段丘面の高度分布から平
均変位速度を計算した。

• その結果，亀川断層帯の平均変位速度は，海岸のM3面
で0.79m/ky，M1面で0.22m/ky，山側のH3面で0.03m/kyであ
り，海側から山側に向かって収束傾向が認められた。

←亀川断層帯北端

第579回審査会合

資料1-1-2 P.652 再掲
6-73



←今泉ほか編（2018） ２）の
亀川断層帯北端

宮内・八木（1984）１)に加筆

6.2 F-5断層，F-8断層の陸域延長の評価 (5/6)

F-8断層の陸域延長の評価（2/2） 断層北端の評価

0 2km

地質断層

活断層

4 4’W E

地質断層 地質断層

5 5’
W E

地質断層地質断層

• 今泉ほか編（2018）２）は，亀川断層帯北端の北方に活断層を示していない。
• 宮内・八木（1984）１)によると，今泉ほか編（2018）２）の亀川断層帯北端の北方延長には，地質断層
が分布し，地質断層を挟んで中期更新世に形成された起伏を伴う丘陵背面が分布するとしている。

• 丘陵背面は侵食を受けて起伏しており，その分布標高は，地質断層の西側では約200～280m，東
側では約200～300mで，概ね同じ程度と判断され，亀川断層帯のような西側が落下する変動地形は
認められない。

今泉ほか編（2018）２)に加筆

←亀川断層帯北端

4’4

5’5

4’4

5’5
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Gh-6B

Gh-5B

大間原子力発電所

：F-5断層，F-8断層の北端

6.2 F-5断層，F-8断層の陸域延長の評価 (6/6)

音波探査記録
の添付範囲

：宮内・八木（1984）
１）

のf3

：今泉ほか編（2018）
２）

の亀川断層帯

• F-8断層は亀川断層帯と連続すると
評価し，その北端は，変更申請時の
f3断層北端から約1km北方の亀川断
層帯北端と評価する。

• F-8断層の評価長さは，亀川断層帯
を合わせた約11kmとする。

• F-8断層の陸域延長部には，今泉
ほか編（2018)２）が亀川断層帯を活
断層として指摘している。

• 亀川断層帯に沿う平均変位速度分
布は，海岸のM3面から山側のH3面に
向かって収束傾向が認められ，亀川
断層帯北端の北方延長に分布する
中期更新世の丘陵背面に変位・変形
は認められない。

F-5断層，F-8断層：断層位置及び評価長さ

• F-5断層の陸域延長部には，今泉
ほ か 編 （ 2018) ２ ） 及 び 宮 内 ・ 八 木
（1984）１）の文献に活断層が示されて
いない。

• F-5断層の評価長さは，更新世の地
層が欠如しているため，Ｄ層に断層が
認められない測線と，海岸線との間の
約2.9kmとする。
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敷地前面海域における連続性のない断層の位置：全体図

6.3 連続性のない断層（1/9）

・敷地前面海域における連続性のない断層
の分布位置を示す。

・海上音探記録は「机上配布資料」に示す。

p.6-79 p.6-80

p.6-81 p.6-82

p.6-83 p.6-84

p.6-85 p.6-86
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敷地前面海域における連続性のない断層の位置：分割図（1/8）

6.3 連続性のない断層（2/9）
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敷地前面海域における連続性のない断層の位置：分割図（2/8）

6.3 連続性のない断層（3/9）
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敷地前面海域における連続性のない断層の位置：分割図（3/8）

6.3 連続性のない断層（4/9）
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敷地前面海域における連続性のない断層の位置：分割図（4/8）

6.3 連続性のない断層（5/9）
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敷地前面海域における連続性のない断層の位置：分割図（5/8）

6.3 連続性のない断層（6/9）
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敷地前面海域における連続性のない断層の位置：分割図（6/8）

6.3 連続性のない断層（7/9）
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敷地前面海域における連続性のない断層の位置：分割図（7/8）

6.3 連続性のない断層（8/9）
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敷地前面海域における連続性のない断層の位置：分割図（8/8）

6.3 連続性のない断層（9/9）
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活動性評価の結果

大間原子力発電所

恵山岬東方沖断層
評価長さ：約47km

奥尻海盆東縁断層
評価長さ：約50km

主な
文献
断層

*1)

断層名 評価長さ
敷地

からの
距離

断層による
変位及び変形の有無

活動性評価の結果可能性
がある

最上位層

変位変形
がない

地層

① 大陸棚外縁断層 - - Tp Qp 震源として考慮する活断層に該当しない。

① 恵山岬東方沖撓曲 - - なし T，Q 震源として考慮する活断層に該当しない。

① 恵山岬北方沖撓曲 - - なし T，Q 震源として考慮する活断層に該当しない。

② 恵山岬東方沖断層 約47km 約73km Q なし
文献が図示する付近及びその延長部の

約47km（敷地からの距離約73km）につい
て，震源として考慮する活断層と評価する。

③ 奥尻海盆北東縁断層 約31km 約103km Q なし
ほぼ文献が図示する付近の長さ約31km

（敷地からの距離約103km）について，震
源として考慮する活断層と評価する。

③ 奥尻海盆東縁断層 約50km 約86km
Q

なし
ほぼ文献が図示する付近の長さ約50km

（敷地からの距離約86km）について，震源
として考慮する活断層と評価する。

③
西津軽海盆東縁断層

約43km 約96km
Q

なし
文献が図示する付近の長さ約43km（敷

地からの距離約96km）について，震源とし
て考慮する活断層と評価する。

外側海域の地質

（ ） 震源として考慮する活断層と評価する断層 （伏在断層）

敷地前面海域

凡 例

：震源として考慮する活断層

*1： ① 活断層研究会編 「［新編］日本の活断層」１），

② 地質調査所 「海底地質図」２）３），
③ 国交省 「日本海における大規模地震」４）

奥尻海盆北東縁断層
評価長さ：約31km

西津軽海盆東縁断層
評価長さ：約43km

外側海域における活動性評価の結果

7.1 大陸棚外縁断層 (1/4)

活動性調査によれば，赤で示す「恵山岬東方沖
断層」，「奥尻海盆北東縁断層」，「奥尻海盆東縁
断層」及び「西津軽海盆東縁断層」 は後期更新

世以降の活動が否定できない断層であり，震源と
して考慮する活断層と評価する。
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案 内 図

断層位置及び評価長さ

7.1 大陸棚外縁断層 (2/4)

• 文献が示す断層位置には，連続性のあ
る断層は認められず，単独の短い断層が
認められる。

• これら単独の短い断層の多くは，中期
更新世以降には活動していないことから，
震源として考慮する活断層に該当しない
と判断される。

音波探査記録
の添付範囲

地質調査所「下北半島沖海底地質図」1/20万２)による

断層及び名称

文 献 断 層

活断層研究会編「〔新編〕日本の活断層」1/100万１)に

よる活断層及び名称

海上保安庁水路部「海底地質構造図」1/20万５)による
断層及び名称

地質調査所「下北半島沖海底地質図」1/20万２)による

伏在断層及び名称

解 析 断 層

中部更新統上半部以上に影響を及ぼす断層

中部更新統上半部に影響を及ぼさない断層

＊対象の文献断層に関連のない解析断層については連続性を検討していない。
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No.503M測線（文献による断層部）

7.1 大陸棚外縁断層 (3/4)

• 文献が示す断層付近には，断層運動を示唆する変位・変形がＴp層及びＱp層に認められない。

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。

文献による断層（撓曲）位置及び落下側
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7.1 大陸棚外縁断層 (4/4)

NO.E-2測線（文献による断層部）

• 文献が示す断層付近には，断層による変位がＴp層下部までに認められるが，ＴＰ層上部及びＱp層には変位・変形が
認められないため，断層運動は中期更新世には及んでいないと評価する。

中部更新統上半部には変位(変形)が及ばない断層

文献による断層（撓曲）位置及び落下側

解析結果による当該断層位置及び落下側

（ ）は他の断層

深度は，水中及び堆積
層中での音波伝播速度
を1500m/secと仮定して
計算した。
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（余白）
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